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平
成
二
十
八
年
七
月
に
文
部
科
学
省
が
公
表
し
た
、
不
登
校
に
関
す
る
調
査
研
究
協
力
者
会
議
に
お
け
る
「
不
登
校
児
童
生

徒
へ
の
支
援
に
関
す
る
最
終
報
告
」
に
よ
る
と
、
不
登
校
の
定
義
は
、
学
校
を
連
続
又
は
断
続
し
て
年
間
三
十
日
以
上
欠
席

し
、
「
何
ら
か
の
心
理
的
、
情
緒
的
、
身
体
的
あ
る
い
は
社
会
的
要
因
・
背
景
に
よ
り
、
児
童
生
徒
が
登
校
し
な
い
、
あ
る
い

は
し
た
く
と
も
で
き
な
い
状
況
（
た
だ
し
、
病
気
や
経
済
的
な
理
由
に
よ
る
も
の
を
除
く
）
」
と
定
義
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
不
登
校
児
童
生
徒
に
対
し
、
文
部
科
学
省
は
平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日
に
公
表
さ
れ
た
「
義
務
教
育
の
段

階
に
お
け
る
普
通
教
育
に
相
当
す
る
教
育
の
機
会
の
確
保
等
に
関
す
る
基
本
指
針
」
で
、
不
登
校
児
童
生
徒
等
に
対
す
る
教
育

機
会
の
確
保
等
に
関
す
る
事
項
を
設
け
、
多
様
で
適
切
な
教
育
機
会
の
確
保
と
し
て
「
教
育
委
員
会
・
学
校
と
民
間
の
団
体
の

連
携
等
に
よ
る
支
援
」
を
掲
げ
て
い
る
。

文
部
科
学
省
に
よ
る
と
、
こ
の
民
間
団
体
に
は
フ
リ
ー
ス
ク
ー
ル
も
含
ま
れ
る
と
い
う
。
一
般
的
に
、
不
登
校
の
児
童
が
フ

リ
ー
ス
ク
ー
ル
等
の
民
間
の
団
体
に
通
う
場
合
、
学
籍
は
元
の
小
学
校
に
残
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
場
合
、
義
務
教
育

諸
学
校
の
教
科
用
図
書
の
無
償
措
置
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
き
、
学
籍
が
あ
る
学
校
か
ら
教
科
書
の
給
与
を
受
け
る
こ
と
が
で

き
る
と
い
う
。

一



現
場
の
声
に
よ
る
と
、
フ
リ
ー
ス
ク
ー
ル
と
の
連
携
を
考
え
る
に
あ
た
り
、
不
登
校
児
童
生
徒
に
は
大
き
く
二
つ
の
類
型
が

あ
る
と
い
う
。
一
つ
は
、
入
学
後
に
し
ば
ら
く
通
学
を
し
た
の
ち
、
不
登
校
に
な
る
場
合
で
あ
る
。
二
つ
目
は
、
一
度
も
学
校

に
登
校
で
き
ず
、
不
登
校
に
な
る
場
合
で
あ
る
。
そ
し
て
、
上
記
の
両
方
に
つ
い
て
、
自
宅
学
習
を
選
択
す
る
場
合
と
フ
リ
ー

ス
ク
ー
ル
に
通
う
場
合
の
選
択
肢
が
あ
る
。

さ
ら
に
、
上
記
二
つ
の
そ
れ
ぞ
れ
の
場
合
で
家
庭
（
両
親
）
や
本
人
が
、
復
学
を
希
望
す
る
場
合
と
復
学
を
願
わ
な
い
場
合

が
あ
る
。

上
記
で
類
型
化
し
た
パ
タ
ー
ン
の
う
ち
、
「
一
度
も
学
校
に
登
校
で
き
ず
不
登
校
に
な
り
、
フ
リ
ー
ス
ク
ー
ル
に
通
い
、
復

学
を
願
わ
な
い
場
合
」
に
お
い
て
、
ど
の
よ
う
な
対
応
を
し
て
い
く
べ
き
か
現
場
か
ら
の
声
が
あ
る
た
め
、
次
の
質
問
を
す

る
。

一

「
一
度
も
学
校
に
登
校
で
き
ず
不
登
校
に
な
り
、
フ
リ
ー
ス
ク
ー
ル
に
通
い
、
復
学
を
願
わ
な
い
場
合
」
に
お
い
て
、
学

区
内
の
ど
こ
か
の
公
立
学
校
に
学
籍
は
存
在
す
る
の
か
。

二

学
籍
が
存
在
し
な
い
と
い
う
扱
い
に
な
る
と
、
法
律
上
教
科
書
を
渡
す
こ
と
が
で
き
な
い
な
ど
、
教
育
委
員
会
や
公
立
学

校
側
は
「
民
間
の
団
体
と
連
携
し
た
不
登
校
児
童
生
徒
へ
の
支
援
」
が
難
し
く
な
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
政
府
の
見
解
は
如

二



何
に
。

右
質
問
す
る
。

三


